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この訓令は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成17年法律第50号。

以下「法」という ）その他の法令に定めるもののほか、留置業務の適正な管理運営及び。

被留置者の処遇の適正を図るため、必要な事項を定めるものとする。


